
特例受入れ機関は ,例インドネシア人介穫福祉士候補者が インドネシア自

内において一定の教育課程を経た上で 日本において3年を超える研修を通じ

`介護福祉士の資格の,得に必要な知識及び技術の修得を図ってきていることを考
FLし 当該候柿者が意軟を持って斑労 研修に取り粗めることを旨としつつ、各

候卜ヽ者によって異なる背景に応じて 適正な雇月管理及び質の高い研修飾 1の確

保に取り組●べきものであること.

2 濶勤関係法令、社会 労働保険の適用について

特例受入潤機関において肩月契約にとづいて就′ 研修を行う絆例インドネシ

ア人介護福祉士候補者は 我が□の労働関係法令及び社会 労働保険が道用され

るものであること.

特例受入れ機関における研修としての就労 (特例尼指針第二の二関係 )

1 特例インドネシア人介護福祉士候補者の要件等 ∝ 例尼指針第二のこの1関係)

(1)特例受入れ機関と特例インドネシア人介該儲 l■候補者との雇用契約につい

て

ヽ例受入れ施設において特例イン ドネシア人介護儲 ■士候補者が報酬を受けて

行 う就労 研修は 法務省告示による在留7●格変更の許可を受けようとする者 (以

下第二において 「許可希望者」という.)と 当該許可希望者を協定に_Eづき雇用し

ていた機園との雇用契約に基づいて行われる必要があること.

(2)特例インドネシア人介護福祉士候補者 としての在留杵可後の活動について

ヽ例インドネシア人介護福ill士候補者は 平成 2年度に実施される介護福祉士

国家試験 (以下 「平成 24年度介護福祉士試験Jと いう )ま での期間は 平成 ]
年度介護福祉士試験に合格 し 介護福祉■資格を取得するために必要な就労 研

修に精励するとともに T・成 24年度介護福祉■試験以降の期間は 詐可された在

留期間内において 引き続き就労 研修を行 うことができることとしたこと.

(3)平成 23年度に実施された介護福祉上国家試験の得点について

特例尼七針第二のこの 1の (3)の要l■については 外交上の配慮に基づき 外

務省から「平成 23年度介護福祉士国家試験 (筆記ま験)の合格点の 5割以上Jと
するよう厚生労働省へ通知されたことを受けて 平成 23年度に実施された介護福

祉士国家試験 (以下「平成 23年度介護福祉士試験Jと いう。)の筆記試験の得点

が 38点以上と決定したこと.

2 特例受入れ施設の要件 (特例尼指針第二の二の2関係)

(1)「不正の行為Jについて

特例 FL指針第二の二の 2の (1)で準用する協定指
'1第

二の二の 3の (4)の
「不正の行為Jについては [経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国

との問の協定に基づく看護及び介護分野におけるインドネシア人モ議師等の受入

れの実施に関する指針JについてJ(平成 20年 5月 19日 付け医政発第 0519001号

職発算 0519001号 社援発第 051,OOl号 老発第 o51,004号 (最終改正平成 22年 10



月7日 付けE政発 1007第 3号 職発 10"第 1号 社援発 1007第 3号 老発 1007

第 1つ。ll下第二において f尼 協定違知Jと いう )の記の第四と同様であるこ

と。

(2)在留資格変更時報告、定翔報告及び随峙報告について

0 報告の様式について

特/21尼●■第二のこの 2の (3)に円 し 特例受入れ機関は 在留資な変更

時報告は別紙様式姫 号により だ期報告及び随時報告けPL協定通知・
‐
|1当 す

る様式により それぞれ受入れ調 lr7機 関 (社団法人国際厚生,業国)に提出す

ることにより,う こと なお 尼協定通知様式第 2-1別紙 1については研修

責任者が 尼脇定通知様式第 2-2,I紙 2については特例インドネシア人介護

福祉t候補者が、それぞれ記入するものであること.

② 報告の提出時期について

特例尼損針第二の二の 2の (3)の イによるな留資格変更時報告については

その雇用する介護福祉士候補者が法務省告示による在留資に変更の詐可を受け

た日から2週間以内に受入れ調整機関に報告するものであること.

特例FL指針第二の二の 2の (3)ク〕口による定期報告については T・成 25年

1月 1日 現在の特例受入れ施設の要件及び層用契約の要件の道守状況に関する

ものは平成 25年 2月 20日 までに また 平成 24年 10月 1日 現在の研修の実

施状況に関するものは平成 24年 H tt η 日までに それぞれ受入れ鋼整機関に

報告するものであること.

特例尼指針第二の二の 2の (3)の ′ヽによる随峙報告については 特例イン

ドネシア人介護福祉士候補者の死亡 人踪 不法就労活動に関するものはこれ

らの事実を把捉 した日から2週間以内に、特例イン ドネシア人介護福祉士候補

者の平成 ・́●度介設福祉
=L試

験の合否結果に関するものは当該試験の合否発表

口から2週間,内 に 特例イン ドネシア人介護福r■士候補者の帰日に関するも
のは帰国日から2週間以内に それぞれ受入れ調整機関に報告するものである

こと。

3 研修の要件 (特例尼指針第二の二の 3関係〉

(1)眈護研修改善計画Jについて

0 介護研修改善計¨ ll・成の基本について

特例尼指針第二の二の 3■ の「介書・T修改善計画Jについては 平成 23年度

介護福祉士試験の時点にお 1す る介護研修.I画に対する受入れ機関による評価を

踏まえ 介護施設の実情等に応 して 自己学習環境の整備 研修時間の確保

通信教育の利用 介護福 l■i養成施設や福祉系大学での就学 地域の研l_3機会

の活用等を検討 した上で イン ドネシア人介護福祉士ごとに その学習の到達

状滉を踏まえ 平成 24年度介護福祉士試験の合格を目指すための改善内容につ

いて明らかにしたものとし 月1紙様式第 2-2号によりF成するものであるこ

と.

② 介護研修プログラムの策定について
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介護研修改善計画の一部として 珀,24年度介護福祉士試験までの間におけ

る研修 学習内容及び至1達 曰標等を具体的に定めた ∫介議研修プログラム∫を

策定するものであること.

(2)特例イン ドネシア人介護福祉士候補者が従事する業務について

l‐ 例イン ドネシア人介護福れ士候補者が,,する業務のll容について,よ 滞在

期間のyI長の越旨にかんがみ 協定に基づく枠組みの時に引き続き 当該候補者

の経験や L● 向も踏まえつつ 我が国での介護勧 〔士資格の取得に資するような業

務に従事させるよう 最大限|]應するものであること.

(3)'研修責任者J及び 「研修支援者Jについて

O 特例尼獅 1第二の二の 3の (3)の 「研修責任者Jは介護,F修改善計画の

立業 研修の・.括 さらには外部機関との連絡 調整等に当たる者を また
「研修支援者Jは特例イン ドネシア人介護福祉上tr.補者に対する専門的な知

識及び技術に関する学習の支援 日本語学詈の支援 生活支援等に当たる者

をいうこと.

r研修支援者Jは上記支援の分野毎で

'数
名配置し 又は支援の分野を表

ねて配置すること。また 「研修責任者J力i「研l_4支援者」を兼ねることもで

きること.

② 特lFl尼指含1第二の二の 2の (1)により準用する協定指針第二の二の 3の

(3)において [常勤の介護職員の4割以上が 介護福祉■の資格を有する

ル員で.t● ることJと しているが この要件の取板いについては 尼協定逓知

の記の第二のこの 3の取扱いと同様で差し支えないこと。

4 特例受入れ機関との雇用契約の要件 (特風尼指針第二の二の4関係 )

特例尼指|1第二の二の 4のに月契約の要件については 尼協定通知の記の第二

の一の 2と 同様であること.

5 その他

(1)特例インドネシア人介護握祉士候補者 としての滞在

特例インドネシア人介護福祉t候補者の滞在は 特例インドネシア人介護福祉

士候補者としてのを留許可を受けた最初の日から1年 |・lと されること.

(2)配置基準の取扱いについて

平成 針 年 3月 30日 付け告ホ (「経済上の連携に関する日本国とインドネシア共

和国との間の協定に基づく看護及び介護分野におけるインドネンア人看護ll等の

受入れの実施に関する指針の一部を改正する件,(平成 24年厚生労働省告示第 1,S

号)及び 唯 済上の連携に関する日本国とフィリピン共Fl回 との間の協定に基づ

く看護及び介護分野におけるフィリピン人看護師等の受入れの実施に開する指引

の一部を

“

正する件J(平成 24年厚生労働省告示第 196号))に より 平成 24年
4月 1月 から 受入れ施設において就労を開始 した日から1年を経過 した介護福

祉■候補者等は 一定の配置基準上 職員等とみなす取扱いとされる

このため 特例インドネシア人介護福祉士候補者については 受入れ施設にお
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いて就労を開始 した日から1年を経過 した介護福祉士候補者 として 当該配置基

上 職貝等とみなす取扱いとすること

(3)特例イン ドネシア人介護福祉¬民結 の不法就労の防JL等

特例イン ドネシア人介護福祉士 t・ 補者の不法就労の防It等については 尼脇定

通知の記の第六と同様であること.

(4)在留資格及び就労可能な施設について

特例イン ドネシア人介議福7■士候補者の我が国での在留資格は [特定活動Jと
することとされてお り 雇用契約を締結する機関及び就労する施設を指定して在

留が許可されること.なお 特|・ lイ ン ドネシア人介護福祉士候補きは 特例受入

れ機関が設立している介護施設以外の施設において就労することはできないこと.

三 介護福i■tの資落取得後の就労 く特例尼特針第二の二関係)

'例
イン ドネシア人介護福祉■候補者が介護福祉士の資格をT・得 したときは Й

定に■つくインドネシア人介護福祉士としての流在 就労が可能である.

四 厚生労働省による確認 (特例尼指針第四の二関係)

1 厚生労働省による確認の概要

特例尼指針第四の二において 計可希望者を受け入れようとする機関 (以下「受
入れ希望機関Jと いう.)からの,類に応 じて 当省職夫安定局長は当該機関が協

定にとづき計可希望者を況に雇用する者であるか否かを確認 し また、同省社会

援護局長は 許可希望者の研修に取 り組む意思及び平成 23年度介護福祉士試験
の得 ■ (特例尼指針第二の二の 1の (2)及び (3), 受入れ機関が道切な研修
を実施する意思 (特例尼指針第二の二の 2の (2))及び受入れ l.l・関による介護研

修改善計画のl誠及びその実施体制の整備 (特例尼指針第二のこの 3の (1)か
ら (3)ま で)に 関する要性を満たすか否かを確認 し 両者が連名で それらの

結果を当該機関に対 して通知するものであること。

なお 法務省告示による在留資格変更の計可の申誇に当たっては 法務省から
当該確認結果通知の普面の添付を求められることとなるので 受入れ希望機関 l●

び候補者におかれては留意すべきであること.

2 受入れ希望機関による工記依頼の様式

―の依頼については 平成 24年 4月 27日 (全)までに 当省職業安定局長及

び社会 援護局長に対し 月1紙様式第 2-2号及び第 3-3号 を提出することに

より行 うものであること.

五 受入れ調整機関による相談対応等 (特例指針第二関係)

特l■l尼指針第■において 受入れ嗣奎機関は 特例受入れ機関からの報告の受理

性例イン ドネシア人介護福祉士候補者の入出□及び滸在に係る支援 特例インドネ
シア人介諸福祉士候補者からの相談等に対する対応並びに特 rl受入れ機関に対する

相談対応を実施するものであること。また 受入れ両ピ機関は 協定に工づく枠組
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みの時と同様に、受入れ機関番号及び候補者番号を―意的にヽ番することにより、

特例受入れ機関及び特冽インドネシア人介護福祉士候補者に関する情報管理等を行

うとともに、協定に基づ く粋IIaみの時の管理情報と相互に参照可能とするものであ

ること。
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